
 

制  定 平成12年４月１日 

最近改正 令和３年３月26日 

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成 18年大阪市規則第７号。以下「市規則」

という。)に定めるもののほか、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（以下「補助

金」という。）の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。 

(補助の目的) 

第２条 市内に住所を有し、加齢その他の事由により寝具(掛布団、敷布団及び毛布に限る。

以下同じ。)の衛生管理が困難な高齢者を対象として、水洗いによる寝具の洗濯乾燥消毒サ

ービス事業を行う事業者に対して補助金を交付することにより、高齢者の保健衛生の向上

と福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(以下｢事業｣という。) とは、次条

に規定する事業対象者の使用している寝具の洗濯乾燥を実施する事業をいう。 

（事業対象者） 

第４条 事業の対象となる者（以下「事業対象者」という。）は、市内に住所を有し、加齢そ

の他の事由により寝具類の衛生管理が困難な 65歳以上の「ひとり暮らしの者」及び「高齢

者のみの世帯等に属する者」のうち、介護保険の要介護状態区分が要介護（１～５）及び

要支援（１・２）の者とする。 

（補助事業予定者の募集及び選定） 

第５条 市長は、別に定める補助事業予定者募集要領に基づき補助金の交付を受けようとす

る者を公募する。 

２ 市長は、応募者の中から、本要綱に規定する事業を行うことができる補助事業予定者を

選定する。 

 (利用限度) 

第６条 事業対象者が事業を１年間に利用できる回数は、２回までとする。 

２ 事業対象者が事業を一度に利用できる布団及び毛布の枚数は、布団及び毛布の合計で３

枚までとする。ただし、布団のみで３枚の場合は利用できない。 

（利用者負担） 

第７条 事業対象者は、事業を利用する際に、別表に掲げる額を負担するものとする。 

（補助対象経費） 



第８条 補助の対象となる経費は、事業に要する経費であって、別表に掲げる経費とする。 

（補助額） 

第９条 補助金の額は、別表により算定した額とする。ただし、予算の範囲内で交付するも

のとする。 

（補助申請） 

第 10条 補助事業予定者は、第９条に基づく補助金の交付を受ける場合には第３条に規定す

る事業の実施の 30 日前までに大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付申請書(様

式第１号)、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施計画書(様式第２号)に市規則第４条

各号に掲げる事項を記載し、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用予定者名簿（様式第３号）

を添えて市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第 11条 補助金の交付決定又は交付しない旨の決定にあたり、市規則第５条第４項の通常要

すべき標準的な期間は 30日とする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金

交付決定通知書(様式第４号)により通知し、補助金を交付しない旨の決定をしたときは大

阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金不交付決定通知書(様式第５号)により通知する

ものとする。 

（申請の取り下げ） 

第 12 条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、市規則第８条

第１項の規定により申請を取り下げようとするときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス

事業補助金交付申請取下書(様式第６号)により行うものとする。 

２ 同項の市長が「市長が定める期日」は、補助事業者が交付決定通知書を受けた日の翌日

から起算して 10日以内とする。 

（交付の時期） 

第 13 条 市長は、事業の完了後、第 18 条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助

事業者から請求を受けた日から 30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

（変更等） 

第 14条 補助事業者は、交付の決定を受けた申請内容を変更しようとするときは、市長の定

める軽微な変更を除き、市規則第６条第１項第１号の条件に基づき大阪市寝具洗濯乾燥消

毒サービス事業補助金変更承認申請書(様式第７号)により行うものとし、同項第２号の交

付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サ

ービス事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第８号)により行うものとする。 

２ 前項に定める「市長が認める軽微な変更」とは、交付決定金額の範囲内で実施される実



施予定金額の変更及び事業実施時期の変更とする。 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、その内容の審査を行い、大阪市寝具洗濯乾燥消

毒サービス事業補助金交付決定取消・変更承認通知書(様式第９号)で補助事業者あて通知

するものとする。 

４ 市長は、市規則第９条の規定により補助金の全部もしくは一部を取り消し、又はその決

定の内容もしくはこれに付した条件を変更するときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス

事業補助金交付決定取消・変更通知書 (様式第 10号)により行うものとする。 

（補助事業等の適正な遂行） 

第 15条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。 

（立入検査） 

第 16条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業

者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所

等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させるこ

とができる。 

（実績報告） 

第 17 条  補助事業者は、補助事業が完了した日又は第 12 条第１項に規定する廃止の承認を

受けた日から起算して 20日以内に、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金実績報告

書(様式第 11 号）、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績算定書(様式第 12 号)に市規

則第 14 条に掲げる事項を記載し、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用者名簿（様式第 13

号）、当該事業経費に係る領収証書の写し及びその他支出が証明できる書類の写しを添えて

市長に報告しなければならない。ただし、当該事業経費の支払いが未了である場合に限り、

領収証書の写しに代えて請求書の写しを添えて報告することができる。 

（補助金額の確定） 

第 18条 市長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めるときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金

額確定通知書(様式第 14号)により補助事業者に通知するものとする。 

（支払報告) 

第 19 条 第 17 条ただし書きの規定により、領収証書の写しに代えて請求書の写しを添えて

実績報告を行った補助事業者は、補助金交付後速やかに当該事業経費の支払いを行い、領

収証書の写しを市長に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第 20 条 市長は、市規則第 17 条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消すときは、大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金交付決定取消・変更通知書



（様式第 10号）により通知するものとする。 

（関係書類の整備） 

第 21条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備

し、第 18条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、平成 12年４月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 13年４月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 16年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 18 年４月１日から施行し、平成 18 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 19 年４月１日から施行し、平成 19 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 19 年７月１日から施行し、平成 19 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 20 年４月１日から施行し、平成 20 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 20 年９月１日から施行し、平成 20 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 21 年４月１日から施行し、平成 21 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行し、平成 22 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 



この要綱は、平成 23 年４月１日から施行し、平成 23 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 24 年 8 月１日から施行し、平成 24 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行し、平成 25 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 25年５月 20日から施行し、平成 25年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行し、平成 26 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。ただし、この要綱による改正後の大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事

業補助金交付要綱第５条の規定は、平成 26年３月 17日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行し、平成 28 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行し、平成 29 年度以降の予算により支出する補助

金について適用する。 

附 則（平成 31年４月 26日改正） 

この要綱は、元号を改める政令（平成 31年政令第 143号）の施行の日から施行する。 

附 則（令和３年３月 26日改正） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



 

別表 

 

 

１ 補助対象経費 

(1) 補助対象事業費 

補助対象事業費は、事業対象者の布団又は毛布の洗濯乾燥（乾燥のみを行う場合を除く）の

実施に必要な経費（①第三者に委託する場合は委託経費、②直接実施する場合は光熱水費及び

消耗品費）とし、１枚あたりの経費に利用枚数を乗じた額とする。 

ただし、１枚あたりの経費は次表に掲げる額を上限とする。 

洗濯 

乾燥 

布団 １枚 2,000円 

毛布 １枚 800円 

(2) 補助対象事務費 

補助対象事務費は、補助事業予定者選定後の事業実施準備及び実施に必要な賃金、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬費、広告料にかかる経費であって、年間 100,000円を限度とする額 

 

２ 事業対象者の利用者負担 

布団、毛布それぞれに算定された１枚あたりの経費を超えない範囲で補助事業者が定める額 

 

３ 補助金の額 

(1) 補助対象事業費に対する補助金の額 

補助対象事業費から利用者負担額の合計を控除した額とする。 

ただし、補助対象事業費の２分の１に相当する額を上限とする。 

(2) 補助対象事務費に対する補助金の額 

補助対象事務費の２分の１に相当する額とする。ただし、補助対象事務費のみの補助金交付

は行わない。 

 



(様式1)

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長　様

所 在 地
法 人 名

代表 者名

記

１　補助金交付申請額及びその算出の基礎

　(1)申請額 金 円

　(2)算出基礎

2　補助金交付対象事業の名称、目的及び内容

　(1)名称 大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

　(2)目的・内容

3　添付書類

　(1)大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施計画書(様式2)

　(2)寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用予定者名簿(様式3)

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施計画書(様式2)のとおり

加齢その他の事由により寝具の衛生管理が困難な高齢者が使用し
ている寝具を洗濯乾燥消毒することにより、その高齢者の生活環境
の改善を図り、福祉の増進に資する。

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
補助金交付申請書（第　　回）

標題について、次のとおり補助金を交付されるよう、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則
第7号)第4条の規定により、関係書類を添えて申請します。

 

  



(様式2)

1.事業実施者

　法人名称

　所在地

2.事業実施期間 ～
～

3.事業対象者 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用者名簿のとおり

4.補助対象経費及び補助申請額

　(1)利用見込者数及び利用見込枚数

第1回 第2回 合計

利用者数

布団

毛布

合計

　(2)補助対象経費等

単価 金額 単価 金額

事業費 布団

毛布

合計 (a) (ｂ) （c） (ｄ)

金額

合計 (e) (f) (g)

　(3).補助申請額

5.実施事業者負担

（単位：円）

（単位：円）

補助対象事業費の1/2

(a)×1/2

差引額の1/2

〔(e)-(f)〕×1/2

差引額

(a)-(b)

既交付決定額に係る

補助対象事務費

補助対象事務費（上限100,000円）

内訳

内容（明細）

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施計画書（第　　回）

区分
補助対象事業費 利用者負担

枚数

事務費

合計

補助申請額総事業費 利用者負担 差引事業者負担額

事業費

（c）と(ｄ)のうち少ない額

事務費

(g)の額

（単位：円）

 

 



（様式３）

令和 年度 第 回

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

所 在 地
法 人 名
代表 者名

【利用者内訳】

利用者予定名簿

○洗濯

布団 毛布

①3枚実施(布団2+毛布1)

②3枚実施(布団１+毛布２)

③3枚実施(毛布３)

④2枚実施(布団2)

⑤２枚実施(布団１+毛布1)

⑥２枚実施(毛布２)

⑦1枚実施(布団1)

⑧1枚実施(毛布1)

合計

利用枚数
利用者数

 



法人名 　　

布団 毛布

（　　）／（　　）

住所No. 氏名 生年月日 年齢 要介護度

対象区分 利用枚数
備考ひ と り

暮 ら し

高 齢 者

世 帯

洗濯 結果区分



(様式4)

大阪市指令福祉第　　　号
令和　　　年　　　月　　　日

様

大阪市長

記

1　補助金交付額

金 円

2　補助金交付の条件

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3　その他

(1)

(2)

　大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の
承認を受けるべきこと。

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金
交付決定通知書（第　　回）

令和 年 月 日付けで申請のありました大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金については、次
のとおり交付することを決定しましたので通知します。

　大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更
(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認をうけるべきこと。

　大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市
長に報告してその指示を受けるべきこと。

　市長が、補助金にかかる予算の執行の適正を期するため、報告を求め、又は本市職
員に事務所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、もしくは関係者に質問さ
せる必要があると認めたときは、これに協力すべきこと。

　その他、大阪市補助金等交付規則(以下「市交付規則」という。)及び大阪市寝具洗
濯乾燥消毒サービス事業補助金交付要綱の規定を遵守すべきこと。

　市交付規則第11条の規定により、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、
帳簿等を常に整備し、補助金の額の確定通知を受けた日から5年間保存すること。

　本通知決定内容(交付の条件を含む。)に不服があるときは、この通知を受け取った日
の翌日から起算して10日以内に申請の取り下げをすることができる。   



(様式5)

大阪市指令福祉第　     　　号
令和　　　年　　　月　　　日

様

大阪市長

記

1　交付しない理由

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金
不交付決定通知書（第　　回）

令和 年 月 日付けで申請のありました大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金については、次
の理由により交付しないことを決定しましたので通知します。

  



(様式6)

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長　様

所 在 地

法 人 名

代 表 者 名

記

1　補助金交付決定通知書を受け取った日

2　取り下げの理由

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
補助金交付申請取下書（第　　回）

令和 年 月 日付け大阪市指令福祉第 号にて通知のありました大阪市寝具洗濯乾燥
消毒サービス事業補助金の交付決定については、大阪市補助金等交付規則第8条の規定により次のとおり申
請を取り下げます。

  



(様式7)

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長　様

所 在 地

法 人 名

代 表 者 名

記

1　変更する内容

当初交付決定額 円

変更承認申請額 円

その他変更する内容

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
補助金変更承認申請書（第　　回）

令和 年 月 日付け大阪市指令福祉第 号にて補助金の交付決定を受けた大阪市寝
具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金について、次のとおり変更する必要がありますので、大阪市長の承認を
申請します。

  



(様式8)

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長　様

所 在 地

法 人 名

代 表 者 名

記

1　中止・廃止の理由(中止の場合は、その期間)

令和 年 月 日付け大阪市指令福祉第 号にて補助金の交付決定を受けた大阪市寝
具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金について、次のとおり中止・廃止する必要がありますので、大阪市長の
承認を申請します。

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
補助金中止・廃止承認申請書（第　　回）

  



(様式9)

大福祉第　　　　　　号
令和　　　年　　　月　　　日

様

大阪市長

記

1　取消・変更の内容

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金
交付決定取消・変更承認通知書（第　　回）

令和 年 月 日付けで申請のありました大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金変更承認、中
止・廃止承認について、次のとおり承認することを決定しましたので通知します。

  



(様式10)

大福祉第　　　　　　号

令和　　　年　　　月　　　日

様

大阪市長

記

1　取消・変更の内容

2　取消・変更の理由

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金
補助金交付決定取消・変更通知書（第　　回）

令和 年 月 日付けで大阪市指令福祉第 号にて交付決定しました大阪市寝具洗濯乾燥消毒
サービス事業補助金について、次のとおり取消・変更することを決定しましたので通知します。

 



(様式11)

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長　様

所 在 地

法 人 名

代 表 者 名

記

1　補助金交付対象事業の名称

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

2　補助金の予定金額

金 円

3　添付書類

(1) 大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績算定書(様式12)

(2) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用者名簿(様式13)

令和 年 月 日付け大阪市指令福祉第 号により補助金の交付決定を受けた大阪市寝具
洗濯乾燥消毒サービス事業補助金について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)第14
条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績報告書（第　　回）

  



(様式12)

1.事業実施者

　法人名称
　所在地

2.事業実施期間 ～
～

3.補助金確定額 円

4.補助対象経費及び補助金確定額

　(1)利用者数及び利用枚数

第1回 第2回 合計

利用者数

布団

毛布

合計

　(2)補助対象経費等

単価 金額 単価 金額

事業費 布団

毛布

合計 (a) (ｂ) （c） (ｄ)

金額

合計 (e) (f) (g)

　(3).補助金確定額

5.実施事業者負担

内訳

内容（明細）

補助対象事業費の1/2

(a)×1/2

差引額の1/2

〔(e)-(f)〕×1/2

差引額

(a)-(b)

既交付決定額に係る

補助対象事務費

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績算定書（第　　回）

補助申請額総事業費

区分
補助対象事業費 利用者負担

枚数

利用者負担 差引事業者負担額

事務費

補助対象事務費（上限100,000円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

事業費

（c）と(ｄ)のうち少ない額

事務費

(g)の額
合計

 



(様式13)

令和 年度 第 回

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

所 在 地
法 人 名
代表 者名

【利用者内訳】

利用者名簿

○洗濯

布団 毛布

①3枚実施(布団2+毛布1)

②3枚実施(布団１+毛布２)

③3枚実施(毛布３)

④2枚実施(布団2)

⑤２枚実施(布団１+毛布1)

⑥２枚実施(毛布２)

⑦1枚実施(布団1)

⑧1枚実施(毛布1)

合計

利用枚数
利用者数

 

  



法人名 　　

布団 毛布

（　　）／（　　）

住所No. 氏名 生年月日 年齢 要介護度

対象区分 利用枚数
備考ひ と り

暮 ら し

高 齢 者

世 帯

洗濯 結果区分

 



 

(様式14)

大福祉第　     　　号
令和　　　年　　　月　　　日

様

大阪市長

記

1　補助金確定額

大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金額確定通知書（第　　回）

令和 年 月 日付けで大阪市指令福祉第 号にて交付決定しました大阪市寝具洗濯乾燥消毒
サービス事業補助金について、次のとおり補助金額を確定しましたので通知します。

 

 


